
 

 

 

 

 

用途廃止施設等利活用事業に係る 

公募型プロポーザル実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月 

能登町企画財政課 



１．趣旨                                 

 能登町（以下「町」という。）では、公共施設等個別施設計画に基づき、将来のまちづくりと

いう観点から、「公共施設マネジメント」を推進しています。 

 この募集要項は、行政財産としての用途は廃止となったものの、民間事業者などのアイデアや

ノウハウを活用することで利活用を図ることのできる施設について、「能登町プロポーザル手続

実施要綱」及び「能登町用途廃止施設等の利活用に係る基本方針」に基づき、地域の活性化につ

ながる利活用の提案募集を行う際に必要な事項を定めるものです。 

 

２．用途廃止施設等利活用事業の概要                 

（１）事業概要 

  用途廃止施設等利活用事業（以下、「本事業」という。）は、民間事業者等から町が保有する

普通財産に関する提案を求め、公共施設マネジメントの取組の推進に貢献すると認められる

提案を選定し、施設及び土地（以下、「施設等」という。）の貸付を行うものです。 

  なお、施設管理の観点から、施設の部分貸付は原則行いません。ただし、管理する上で支障

がなく、複数の団体が共同して施設全体を借りる場合や、完全に施設が分れており、管理が分

離できる場合は、協議によりその利活用を判断するものとします。 

 

（２）事業提案を募集する用途廃止施設 

  旧神野小学校屋内運動場および学校用地（能登町字鶴町ニ字及びホ字地内） 

  ※施設概要については別紙のとおり 

 

（３）貸付期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

（３）貸付料及びその他費用負担 

  ①施設等の貸付料は、能登町財産条例第 14条の規定に基づき算定した額とします。 

   年額２，４５８，３６０円 

  ②以下の費用については借受者の負担とします。 

ア．光熱水費等の維持管理費 

イ．施設等及び設備の補修、改修に係る費用 

 

（５）選定方法  

  公募型プロポーザル方式とします。 

     

 



３．参加資格                          

 本プロポーザルに参加を希望する者は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に基づく資格制限に該当 

する者でないこと。 

② 法人、団体もしくは個人が提案した事業を自ら実施すること。なお、複数の法人･個 

人が共同で提案する場合は、施設の管理に責任を持つことができる代表法人･代表者 

を定めることとする。 

③ 次の項目のいずれにも該当しないもの。なお、法人・団体の場合は役員等がいずれも該

当しないこと。 

ア）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者。 

イ）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条に基づく更生手続き開始の申し立て、

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づく再生手続き開始の申し立

てがなされている者。ただし、更生計画認可決定又は再生計画認可決定がなされている

場合はこの限りでない。 

ウ）国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がある者。 

エ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団、

又は同条第 6 号に規定する暴力団員（能登町暴力団排除条例（平成 24 年 3 月 16 日条

例第 2号）第 2条第 3号に規定する暴力団員） 

オ）能登町建設工事等請負業者の指名停止に関する要綱（平成 17年能登町告示第 13号）

に基づく入札参加指名停止の措置の対象となっている者。 

カ） 法令等に基づく営業停止命令又は業務停止命令を受けている者。 

④ 貸付期間終了後、本施設及び付随する土地について購入を希望する者。 

（対象施設及び土地の価格等については別紙のとおり） 

 

４．スケジュール                          

 

内容 日程 

募集の開始 令和７年６月９日（月） 

参加申込書提出〆切 令和７年６月２３日（月）午後５時必着 

提案書等提出〆切 令和７年７月１０日（木）午後５時必着 

審査結果通知 令和７年７月１６日（水） 

契約締結 令和７年７月中旬以降 

※スケジュールは予定であり、町の都合により変更がある場合があります。 



５．提出書類                          

本事業について提案を行う者（以下、「提案者」という。）は、下表に掲げる書類を下記提出先

に、郵送または持参により提出してください。 

町ホームページより、関係書類をダウンロードして入手してください。 

能登町ホームページアドレス http://www.town.noto.lg.jp 

◆提案内容に関する書類 

名称 書式等 提出部数 

利活用参加申込書 様式１ １部 

利活用申請書 様式２ １部 

利活用計画書 様式４ １部 

その他事業説明資料 任意様式（10枚以内） １部 

地域との合意形成同意書 

任意様式 

※建物が立地する町会・区長会で必ず説明

会を行い、地域の合意を得てください。 

１部 

  

 ◆提案者に関する書類 

名称 書式等 提出部数 

事業者概要書 様式３ １部 

定款の写し 任意様式 １部 

誓約書 様式５ １部 

直近１年間の財務諸表 
貸借対照表、損益計算書等 

提案者の経営状況等がわかる書類。 
１部 

 

 ◆提出先 

  能登町役場 企画財政課 

 

６．審査等                          

（１）審査方法 

  全ての提出書類の内容に基づいて、総合的に審査します。なお、審査は非公開とします。 

（２）優先交渉権者の選定 

  町の職員で構成する普通財産利活用審査委員会において、下記「（３）審査基準」に基づき



総合的に審査し、各参加者の順位を決定し、第１位の参加者を優先交渉権者とし、次順位の参加

者を次点交渉権者として選定します。なお、参加者が１者の場合は、総評価点が７０点以上であ

れば、第１位の優先交渉者とみなします。 

 

（３）審査基準（配点は 100点満点とする）  
 評価項目 配点 

1 
令和６年能登半島地震もしくは奥能登豪雨により被災し、事業の再建を目的としたもの

であるか。 
２０ 

２ 
実施する事業の目的や実施内容が明確かつ、アピールしたいことが明確になっている

か。 
20 

３ 周辺環境への配慮の方法が明確に記載された内容となっているか。 ２０ 

３ 企画内容について実現可能性がある内容となっているか １０ 

５ 地域の活性化につながる提案内容となっているか。 １０ 

６ 地域の状況を勘案した地域への参画のあり方が提案されているか。 10 

７ 責任者の配置、スタッフ体制、危機管理体制が明確に記載されているか 10 

 

（４）審査結果の通知 

  審査結果については、令和７年７月１６日（水）に全ての提案者に対し電子メールにて通知 

し、町ホームページに公表します。 

 

（５）選定方法  

  公募型プロポーザル方式とします。 

 

 

 
提案書等の提出・問合せ先  

 〒927-0492  

 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ト字 50 番地 1  

 能登町役場 企画財政課  

 電話：0768-62-8535 FAX：0768-62-4506  

 電子メール：kikakuzaisei▲town.noto.lg.jp 

（セキュリティ上、▲を＠と読み替えること） 


